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第２３回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 議事要旨 

１ 開催日時 

  令和２年８月２６日（水） 開会 午前９時 閉会 午前１０時２０分 

２ 開催場所 

  庁議室 

３ 出席者 

  本部長：市長、副本部長：副市長、教育長 

  本部員：企画部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、こども子育て部長、

都市整備部長、消防長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長（途

中退席）、尾張旭市長久手市衛生組合事務長 

４ 議事の要旨 

１ 情報共有 

⑴ 本市職員の感染について 

・市職員の感染者が初めて確認された。確認時間が就業時間外であったため、情

報共有及び対応を協議するための対策本部会議をリモート会議として開催した。 

・市職員の感染が確認された場合、新型コロナウイルス感染症市職員感染時等マ

ニュアルに記載されているとおり、基本的には対策本部会議を開催する。方法に

ついては問わない。また、原則ホームページ、新聞等で公式発表をする。 

 

⑵ 本市における新型コロナウイルスの対応について 

・本市が今まで新型コロナウイルス感染症に対し、国内外の状況に応じ、どのよ

うな対応をとってきたかを時系列で振り返った。 

・７月に入り感染者が増加。７月２５日には本市において初めて感染者が確認さ

れた。 

・公共施設は原則すべて開設されたが、８月６日に愛知県緊急事態宣言が発出さ

れ、保育園併設の子育て支援センターの利用制限や、市職員時差勤務の内容を拡

大するなど再度対策を講じている。 

・ホームページにて、注意を促したり、感染予防を呼びかける市長メッセージを

現在までに２４回発表している。 

 

⑶ 本市の感染者の状況について 

 ・８月に入りほぼ毎日新規感染者が確認されている。８月２５日現在２５名。家

族間での感染が認められる。 

・全体では２０代の割合が高い。また、 症状は「なし」または「軽症」がほとんど
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である。 

・県内においては、８月に入ってから２０代の感染者の割合が減り、高齢者の割合

が増加してきている。 

 

⑷ 新型コロナウイルス感染症関連の補正予算及び執行状況について 

・感染拡大防止策として、資機材の購入に関しては、特に体温計など入手が困難

となっているものもあるが、全体的に目立った遅延はなく、適切に執行されている。 

・７月補正追加分については今後着手するものも多い。各部署で執行状況の確認

をすること。市内事業所に対しての今後の対策として、令和２年度中への前倒し事

業の有無を調査する。幅広く検討すること。 

 

⑸ 公共施設等の開設、利用状況について 

   ・６月１日から順次開設。７月１８日の市民プール開始により一旦全施設の利用

を開始した。現時点では屋内施設４５、屋外施設３７、合計８２の施設が開館し

ている。市としては感染状況に変わりがなければ、国が公表している業種別ガイ

ドラインに従い、消毒、換気、名簿の作成、チェックリストの利用など感染予防

対策を取りながら開設していく。 

・今後は、トイレの自動洗浄化、照明の自動化など接触回避の対策をしていく。ま

た市役所にサーモカメラを設置予定。今後の市役所の入場制限等が必要となった

場合の運用体制の構築を行っていく。 

・イベント等で使用できる、移動式のサーモカメラも９月末に納品予定となってい

る。 

 

⑹ 職員の勤務等の状況について 

 ・現時点では、職場環境として基本的な感染予防対策を講じている。今後も引き続

き職場内の感染予防対策に取り組んでもらいたい。 

・新型コロナウイルス感染症市職員感染時等対応マニュアル（Ｒ２．４作成）に基

づき行動することとしているが、作成時から状況が変化しているため、見直しが

必要である。 

  

２ その他 

・今後の感染症対策について、現在実施しているホームページや広報等での呼びか

けは引き続き行いながら、新たに、家庭内感染を防ぐためのポイントを広く市民に

周知していく。また、高齢者の感染予防の対策についても関係機関と協力し実施し
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ていく。 

・自宅待機となった感染者及び濃厚接触者のうち、親族等の支援が受けられない人

向けの支援の必要性についても検討している。他の自治体での実施例もあるが、課

題も多い。 


